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第 6 章 計画の推進体制と進捗管理 

「第３次姶良市健康増進計画」は、市全体が一つになって「姶良市民の健康増進」に取り組むため

の計画です。 

関係する団体・個人が、人と人のつながりを重視しつつ、健康課題や目指すべき方向性を共有でき

るよう、今後の進捗管理を行っていきます。 

 
 

１ 計画の推進体制 

庁内の各課と連携・調整を図り、本計画を推進していくとともに、姶良市健康づくり審議会

や姶良市健康増進計画庁内検討会議等において本計画の計画的な推進を図ります。 

 

【推進体制図】 
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１ 計画の推進体制 

 

市  長 

姶良市健康づくり審議会 

■専門的見地から計画の進捗状況 

 などに対して意見・提案 

■健康増進計画を総合的かつ計画的

に推進 

 

姶良市健康増進計画庁内検討委員会 

■計画の推進に関する事項の決定、

見直し 

関係課 

■健康増進に関する施策・事業の推

進 

姶良市健康増進計画作業部会 

■資料収集及び会議に係る素案作成

などを検討 
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報告 

報告 指示 

指示 
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報告 

諮問 
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【構図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画の進捗管理 

  本計画において設定した取組や指標の数値目標については、生活実態調査等により、必要な 

 データを収集するとともに、本計画の実行性を確保するため、計画期間の中間年度にあたる 

令和１２年度末を目途に中間評価を実施し、見直しを行います。 

  また、本計画の最終年度には、総合的な評価を実施します。 
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家庭 

教育機関 地域社会 

職域・企業 行政機関 

２ 計画の進捗管理 

連携・協働 

連携・協働 連携・協働 

連携・協働 連携・協働 


